
あきる野市教育基本計画（第２次計画）の概要 

 

１ 策定の趣旨 

平成１８年１２月に「教育基本法」が改正され、新しい時代の教育の基本理念を

規定するとともに、国として教育振興基本計画を策定し、未来を切り拓く教育の振

興に社会全体で取り組むことが示されました。また、地方公共団体においても、教

育基本法の理念を生かし、実効性あるものとしていくために、その地域の実情に応

じた教育の振興のための施策に関する基本的な計画を策定するよう努めることが規

定されました。 

これらを踏まえ、あきる野市教育委員会では、教育目標である「人が育ち 人が

輝く あきる野の教育」の実現を目指し、平成２３年３月には「あきる野市教育基

本計画」を策定しました。その後、平成２６年３月には、前計画の方針を引き継ぎ

つつ、国や東京都の計画を踏まえ、「あきる野市教育基計画（第２次計画）」を策定

しました。 

２ 位置付け・計画期間 

第２次計画は、あきる野市の総合計画「ヒューマン・グリーンあきる野」の教育

にかかわる分野を担っています。そのため、計画期間を総合計画の後期基本計画の

後期分と同様に平成２６年度から令和２年度までの７か年と定めています。 

 

＜第２次計画関係計画相関図＞ 
                

 

国 第２次及び第３次教育振興計画（平成２５年度～令和４年度） 

都 第３次及び第４次東京都教育ビジョン（平成２５年度～令和５年度） 
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あきる野市教育基本計画（第２次計画）（平成２６年度～令和２年度） 

 

〈部門別の計画＞ 

生涯学習推進計画 スポーツ推進計画 

子ども読書活動推進 特別支援教育推進計画 

小中一貫教育推進基本計画

あきる野市教育基本計画 

（第２次計画） 

後期実施計画 
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